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生活も ウイルス予防も 蛇口から

メーター器取替工事(後期）にご協力ください。

みんなでマンホールぬりえ･マンホールデザインコンクールの優秀作品がマンホールの蓋

になりました。

昨年、みなさまからご応募いただきました『みんなでマンホールぬりえ』、『マンホールデザインコンクール』

の優秀作品を、マンホール蓋にしました。

完成したマンホール蓋は、10月31日まで役場1階正面入口フロア付近に展示していますので是非ご覧い

ただければと思います。
※11月1日以降は、足寄下水終末処理場で展示する予定です。カラー版につきましては、ホームページをご覧ください。

みなさまが使用されている水道メーターは、計量法により有効期間が８年と定められています。

メーター器の取替作業は、建設課上下水道室で契約した請負業者が行います。

お客様にメーター器取替費用を請求することはありません。

○ 取替作業時にお客様が立会する必要はありません。

○ メーターボックスの上には物を置かないでください。

○ メーター器取替完了後、水の使い始めに空気や濁った水が出ることがあります。

しばらく出していただくと通常の状態に戻ります。

○ 取替対象はメーター器貼付シールが平成３３年１０月～平成３４年５月が対象です。

○ 交換時期は、9月1日～11月30日までです。
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山田輝優さん 佐々木貴哉さん 小林彩月さん


